
船舶事故調査報告書 

平成２８年６月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年１１月２３日 １１時５０分ごろ 

発生場所 滋賀県近江八幡
おうみはちまん

市沖島
おきしま

町南方沖（琵琶湖南東部） 

 沖之島村二等三角点から真方位２０９°７５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°１２.１′ 東経１３６°０３.７′） 

事故の概要  漁船第二大洋
たいよう

丸は、西進中、また、プレジャーボートVITAL
バ イ タ ル

 T r
ティアール

20-Ⅱ
ツー

は、漂泊中、両船が衝突した。 

 第二大洋丸は、船首部防舷材に破損を生じ、また、VITAL Tr20-Ⅱ

は、左舷中央部外板に亀裂等を生じた。 

事故調査の経過 平成２８年２月２９日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を

指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 第二大洋丸、４.４トン 

   ＳＧ６－５７５７（漁船登録番号）、個人所有 

Ｂ プレジャーボート VITAL Tr20-Ⅱ、５トン未満（長さ５.１４

ｍ） 

   ２５３－２５３２１滋賀、株式会社ハイテックボート 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 船首部防舷材に破損 

Ｂ 左舷中央部外板に亀裂等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

水象：湖上 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、近江八幡市沖之島漁港に向けて約２５～３０km/h の対地速

力で航行していた。 

 船長Ａは、本事故当時、船首浮上により船首方に死角が生じている

ことは知っていたが、ふだん、沖ノ島漁港近くでは停泊している船舶

を認めなかったので、航行に支障となる船舶はいないものと思い、操

舵室において、漁具の片付けを行いながら航行を続けた。 

 船長Ｂは、釣り場を移動するため、周囲を確認したところ、船尾後

方約１００～２００ｍに接近するＡ船を認めたが、Ａ船が漂泊中のＢ

船を避けると思って見ていたところ、避航する様子がなかったので、

立ち上がり大声を出して両手を振った後、危険を感じて湖に飛び込ん

だ。 

分析  Ａ船は、船長Ａが、船首方に航行の支障となる船舶はいないものと



思い、死角を補う見張りを行っていなかったことから、Ｂ船に気付か

なかったものと考えられる。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、左舷後方約１００～２００ｍに接近するＡ船を

認めた際、Ａ船が漂泊中のＢ船を避けるものと思い、漂泊を続けたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船の船長Ａが死角を補う見張りを行っておらず、ま

た、Ｂ船の船長Ｂが漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行うこと。 

 


